
- 1 -

○ 参照条文（刑法（明治４０年法律第４５号 ））

第２章 刑

（刑の種類）

第９条 死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑と
こ

する。

（刑の軽重）

第１０条 主刑の軽重は、前条に規定する順序による。ただし、無期の禁錮と

有期の懲役とでは禁錮を重い刑とし、有期の禁錮の長期が有期の懲役の長期

の２倍を超えるときも、禁錮を重い刑とする。

２ 同種の刑は、長期の長いもの又は多額の多いものを重い刑とし、長期又は

多額が同じであるときは、短期の長いもの又は寡額の多いものを重い刑とす

る。

３ ２個以上の死刑又は長期若しくは多額及び短期若しくは寡額が同じである

同種の刑は、犯情によってその軽重を定める。

（死刑）

第１１条 死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。

２ 死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。

（懲役）

第１２条 懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、１月以上２０年以下とす

る。

２ 懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。

（禁錮）

第１３条 禁錮は、無期及び有期とし、有期禁錮は、１月以上２０年以下とす

る。

２ 禁錮は、刑事施設に拘置する。

（有期の懲役及び禁錮の加減の限度）

第１４条 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮を減軽して有期の懲役又は禁錮と

する場合においては、その長期を３０年とする。

２ 有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては３０年にまで上げることが

でき、これを減軽する場合においては１月未満に下げることができる。

（罰金）

第１５条 罰金は、１万円以上とする。ただし、これを減軽する場合において

は、１万円未満に下げることができる。

（拘留）

第１６条 拘留は、１日以上３０日未満とし、刑事施設に拘置する。

（科料）

第１７条 科料は、千円以上１万円未満とする。

（労役場留置）

第１８条 罰金を完納することができない者は、１日以上２年以下の期間、労

役場に留置する。

２ 科料を完納することができない者は、１日以上３０日以下の期間、労役場

に留置する。

３ 罰金を併科した場合又は罰金と科料とを併科した場合における留置の期間

Administrator
テキストボックス
参考資料２

Administrator
テキストボックス
参照条文（刑法（明治４０年法律第４５号））

Administrator
長方形



- 2 -

は、３年を超えることができない。科料を併科した場合における留置の期間

は、６０日を超えることができない。

４ 罰金又は科料の言渡しをするときは、その言渡しとともに、罰金又は科料

を完納することができない場合における留置の期間を定めて言い渡さなけれ

ばならない。

５ 罰金については裁判が確定した後３０日以内、科料については裁判が確定

した後１０日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行をすることができな

い。

６ 罰金又は科料の一部を納付した者についての留置の日数は、その残額を留

置１日の割合に相当する金額で除して得た日数（その日数に１日未満の端数

を生じるときは、これを１日とする ）とする。。

（没収）

第１９条 次に掲げる物は、没収することができる。

一 犯罪行為を組成した物

二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物

三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報

酬として得た物

四 前号に掲げる物の対価として得た物

２ 没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。た

だし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って

取得したものであるときは、これを没収することができる。

（追徴）

第１９条の２ 前条第１項第３号又は第４号に掲げる物の全部又は一部を没収

することができないときは、その価額を追徴することができる。

（没収の制限）

第２０条 拘留又は科料のみに当たる罪については、特別の規定がなければ、

没収を科することができない。ただし、第１９条第１項第１号に掲げる物の

没収については、この限りでない。

（未決勾留日数の本刑算入）
こう

第２１条 未決勾留の日数は、その全部又は一部を本刑に算入することができ
こう

る。

第３章 期間計算

（期間の計算）

第２２条 月又は年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する。

（刑期の計算）

第２３条 刑期は、裁判が確定した日から起算する。

２ 拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しな

い。

（受刑等の初日及び釈放）

第２４条 受刑の初日は、時間にかかわらず、１日として計算する。時効期間

の初日についても、同様とする。

２ 刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。

第４章 刑の執行猶予
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（刑の全部の執行猶予）

第２５条 次に掲げる者が３年以下の懲役若しくは禁錮又は５０万円以下の罰

金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から１年以上５

年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。

一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者

二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日

又はその執行の免除を得た日から５年以内に禁錮以上の刑に処せられたこ

とがない者

２ 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予

された者が１年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべき

ものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第１項の規定により保

護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りで

ない。

（刑の全部の執行猶予中の保護観察）

第２５条の２ 前条第１項の場合においては猶予の期間中保護観察に付するこ

とができ、同条第２項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。

２ 前項の規定により付せられた保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解

除することができる。

３ 前項の規定により保護観察を仮に解除されたときは、前条第２項ただし書

及び第２６条の２第２号の規定の適用については、その処分を取り消される

までの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。

（刑の全部の執行猶予の必要的取消し）

第２６条 次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消

さなければならない。ただし、第３号の場合において、猶予の言渡しを受け

た者が第２５条第１項第２号に掲げる者であるとき、又は次条第３号に該当

するときは、この限りでない。

一 猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部

について執行猶予の言渡しがないとき。

二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その

刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。

三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚

したとき。

（刑の全部の執行猶予の裁量的取消し）

第２６条の２ 次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取

り消すことができる。

一 猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。

二 第２５条の２第１項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき

事項を遵守せず、その情状が重いとき。

三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全

部の執行を猶予されたことが発覚したとき。

（刑の全部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し）

第２６条の３ 前２条の規定により禁錮以上の刑の全部の執行猶予の言渡しを

取り消したときは、執行猶予中の他の禁錮以上の刑についても、その猶予の
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言渡しを取り消さなければならない。

（刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果）

第２７条 刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期

間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。

（刑の一部の執行猶予）

第２７条の２ 次に掲げる者が３年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受けた場合

において、犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪を

することを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認められるときは、

１年以上５年以下の期間、その刑の一部の執行を猶予することができる。

一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者

二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その刑の全部の執行を

猶予された者

三 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日

又はその執行の免除を得た日から５年以内に禁錮以上の刑に処せられたこ

とがない者

２ 前項の規定によりその一部の執行を猶予された刑については、そのうち執

行が猶予されなかった部分の期間を執行し、当該部分の期間の執行を終わっ

た日又はその執行を受けることがなくなった日から、その猶予の期間を起算

する。

３ 前項の規定にかかわらず、その刑のうち執行が猶予されなかった部分の期

間の執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった時において他に

執行すべき懲役又は禁錮があるときは、第１項の規定による猶予の期間は、

その執行すべき懲役若しくは禁錮の執行を終わった日又はその執行を受ける

ことがなくなった日から起算する。

（刑の一部の執行猶予中の保護観察）

第２７条の３ 前条第１項の場合においては、猶予の期間中保護観察に付する

ことができる。

２ 前項の規定により付せられた保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解

除することができる。

３ 前項の規定により保護観察を仮に解除されたときは、第２７条の５第２号

の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に

付せられなかったものとみなす。

（刑の一部の執行猶予の必要的取消し）

第２７条の４ 次に掲げる場合においては、刑の一部の執行猶予の言渡しを取

り消さなければならない。ただし、第３号の場合において、猶予の言渡しを

受けた者が第２７条の２第１項第３号に掲げる者であるときは、この限りで

ない。

一 猶予の言渡し後に更に罪を犯し、禁錮以上の刑に処せられたとき。

二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられたと

き。

三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全

部について執行猶予の言渡しがないことが発覚したとき。

（刑の一部の執行猶予の裁量的取消し）
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第２７条の５ 次に掲げる場合においては、刑の一部の執行猶予の言渡しを取

り消すことができる。

一 猶予の言渡し後に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。

二 第２７条の３第１項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき

事項を遵守しなかったとき。

（刑の一部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し）

第２７条の６ 前２条の規定により刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消した

ときは、執行猶予中の他の禁錮以上の刑についても、その猶予の言渡しを取

り消さなければならない。

（刑の一部の執行猶予の猶予期間経過の効果）

第２７条の７ 刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予

の期間を経過したときは、その懲役又は禁錮を執行が猶予されなかった部分

の期間を刑期とする懲役又は禁錮に減軽する。この場合においては、当該部

分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日にお

いて、刑の執行を受け終わったものとする。

第５章 仮釈放

（仮釈放）

第２８条 懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑に
しゆん

ついてはその刑期の３分の１を、無期刑については１０年を経過した後、行

政官庁の処分によって仮に釈放することができる。

（仮釈放の取消し等）

、 。第２９条 次に掲げる場合においては 仮釈放の処分を取り消すことができる

一 仮釈放中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。

二 仮釈放前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。

三 仮釈放前に他の罪について罰金以上の刑に処せられた者に対し、その刑

の執行をすべきとき。

四 仮釈放中に遵守すべき事項を遵守しなかったとき。

２ 刑の一部の執行猶予の言渡しを受け、その刑について仮釈放の処分を受け

た場合において、当該仮釈放中に当該執行猶予の言渡しを取り消されたとき

は、その処分は、効力を失う。

３ 仮釈放の処分を取り消したとき、又は前項の規定により仮釈放の処分が効

力を失ったときは、釈放中の日数は、刑期に算入しない。

（仮出場）

第３０条 拘留に処せられた者は、情状により、いつでも、行政官庁の処分に

よって仮に出場を許すことができる。

２ 罰金又は科料を完納することができないため留置された者も、前項と同様

とする。

第６章 刑の時効及び刑の消滅

（刑の時効）

第３１条 刑（死刑を除く ）の言渡しを受けた者は、時効によりその執行の。

免除を得る。

（時効の期間）

第３２条 時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないこ
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とによって完成する。

一 無期の懲役又は禁錮については３０年

二 １０年以上の有期の懲役又は禁錮については２０年

三 ３年以上１０年未満の懲役又は禁錮については１０年

四 ３年未満の懲役又は禁錮については５年

五 罰金については３年

六 拘留、科料及び没収については１年

（時効の停止）

第３３条 時効は、法令により執行を猶予し、又は停止した期間内は、進行し

ない。

（時効の中断）

第３４条 懲役、禁錮及び拘留の時効は、刑の言渡しを受けた者をその執行の

ために拘束することによって中断する。

２ 罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。

（刑の消滅）

第３４条の２ 禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰

金以上の刑に処せられないで１０年を経過したときは、刑の言渡しは、効力

を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以

上の刑に処せられないで５年を経過したときも、同様とする。

２ 刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑

、 、 。に処せられないで２年を経過したときは 刑の免除の言渡しは 効力を失う




